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（
文
教
科
学
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
案
（
閣
法
第
二
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
日
本

体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
こ
と
と
し

そ
の
名
称

、

、

目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行

。

政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
と
す
る
こ
と
。

二
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

）
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
児
童
生

。

徒
等
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
、
そ
の
設
置
す
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
運
営
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

の
た
め
に
必
要
な
援
助
、
学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
災
害
に
関
す
る
必
要
な
給
付
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
及
び
児

童
生
徒
等
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び
提
供
等
を
行
い
、
も
っ
て
国
民
の
心
身
の
健

全
な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

三
、
セ
ン
タ
ー
の
資
本
金
は
、
附
則
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
と
と
も
に
、
政
府
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は
セ
ン
タ
ー
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
セ
ン
タ
ー
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
、
監
事
二
人
及
び
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
等
業
務
を
担
当
す
る
理
事

一
人
を
置
き
、
ほ
か
に
理
事
三
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
こ
と
。

六
、
セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み

な
す
こ
と
。

七
、
セ
ン
タ
ー
は
、
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

１

そ
の
設
置
す
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
附
属
施
設
を
運
営
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
を
利
用
し
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の

た
め
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

ス
ポ
ー
ツ
団
体
が
行
う
次
に
掲
げ
る
活
動
に
対
し
資
金
の
支
給
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

イ

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
競
技
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
計
画
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
合
宿
そ
の
他
の
活
動

ロ

国
際
的
又
は
全
国
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
、
研
究
集
会
又
は
講
習
会
の
開
催

３

優
秀
な
ス
ポ
ー
ツ
の
選
手
若
し
く
は
指
導
者
が
行
う
競
技
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
の
活
動
又
は
優
秀
な
ス
ポ
ー
ツ
の
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選
手
が
受
け
る
職
業
若
し
く
は
実
際
生
活
に
必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
た
め
の
教
育
に
対
し
資
金
の
支
給
そ
の
他
の
援
助

を
行
う
こ
と
。

４

国
際
的
に
卓
越
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
活
動
を
行
う
計
画
を
有
す
る
者
が
行
う
そ
の
活
動
に
対
し
資
金
の
支
給
そ
の
他
の
援

助
を
行
う
こ
と
。

５

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

６

学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
災
害
に
つ
き
、
災
害
共
済
給
付
を
行
う
こ
と
。

７

ス
ポ
ー
ツ
及
び
学
校
安
全
そ
の
他
の
学
校
に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
資

料
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
こ
と
。

８

７
の
業
務
に
関
連
す
る
講
演
会
の
開
催
、
出
版
物
の
刊
行
そ
の
他
普
及
の
事
業
を
行
う
こ
と
。

９

１
か
ら
８
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

セ
ン
タ
ー
は
、
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
１
の
施
設
を
一
般
の
利
用
に
供
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で

10
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
等
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
セ
ン
タ
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ー
に
対
し
、
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
、
セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
事
業
年
度
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
等
業
務
に
係
る
事
業

計
画
、
予
算
及
び
資
金
計
画
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。

十
、
セ
ン
タ
ー
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
等
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期

借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一
、
セ
ン
タ
ー
は
、
七
の
２
か
ら
４
ま
で
の
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
を
そ
の
運
用
に
よ

っ
て
得
る
た
め
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
を
設
け
る
こ
と
。

十
二
、
セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部
科
学
大
臣
、
文
部
科
学

省
及
び
文
部
科
学
省
令
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
三
、
こ
の
法
律
は
、
附
則
の
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

十
四
、
セ
ン
タ
ー
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
で
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
学
校
給
食
用
物
資
の
供
給
に

関
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


